
大和市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

令和７年１２月２５日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市規則第７２号 

大和市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例施行規則の一部を改正する規

則 

大和市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例施行規則（平成５年大和市規則第１８

号）の一部を次のように改正する。 

第２７条第１項中第２号を削り、第３号を第２号とする。 

第３０条第２項を削る。 

別表第２事業系一般廃棄物に係る指定収集袋の項を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に大和市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例（平成４

年大和市条例第２６号）第２条第５号に規定する事業系一般廃棄物に係る同条例第２１条の２に

規定する指定収集袋を所有し、かつ、令和９年１０月１日前に本市内において事業を廃止し、又

は本市の区域外へ転出した事業者に係る処理手数料の還付については、なお従前の例による。 

 


